
  一連番号 
   

  年分の所得税及び復興特別所得税の  申告書付表 
（東日本大震災の被災者の方用） 

住   所  
フ リ ガ ナ 

 

氏 名 

 

 

この付表は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定により、雑損失の繰越控除の特例の適用を受ける

方で、租税特別措置法第 41 条の 15 ⦅先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除⦆ の規定の適用を受ける方が前年から繰り越された前３年分

の先物取引の差金等決済に係る損失の金額を本年分の先物取引に係る雑所得等の金額から控除する場合や翌年以後に繰り越される前２年分及

び本年分に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合に使用します。 
 

１ 先物取引に係る雑所得等の金額 

２ 翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の計算 

３ 翌年以後に繰り越される雑損失の計算 

○ 次の該当する欄を書いてください。 

 

本 年 分 の 先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 ① 
円 

Ａ 
 
  年 
（３年前） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 先 物 取 引 の 
差 金 等 決 済 に 係 る 所 得 の 損 失 の 額 ② 

円 

本年分で差し引く先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額 
（ ① と ② の い ず れ か 低 い 方 の 金 額 ） ③ 

（赤字のときは０） 

先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 の 差 引 金 額 
（ ① － ③ ） ④ 

 

Ｂ 
 
 
  年 
（２年前） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 先 物 取 引 の 
差 金 等 決 済 に 係 る 所 得 の 損 失 の 額 ⑤ 

 

本年分で差し引く先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額 
（ ④ と ⑤ の い ず れ か 低 い 方 の 金 額 ） ⑥ 

（赤字のときは０） 

翌年分以後に繰り越して差し引かれる先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額  
（ ⑤ － ⑥ ） ⑦ 

 

先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 の 差 引 金 額 
（ ④ － ⑥ ） ⑧ 

 

Ｃ 
 
 
  年 
（前 年） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 先 物 取 引 の 
差 金 等 決 済 に 係 る 所 得 の 損 失 の 額 ⑨ 

 

本年分で差し引く先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額 
（ ⑧ と ⑨ の い ず れ か 低 い 方 の 金 額 ） ⑩ 

（赤字のときは０） 

翌年分以後に繰り越して差し引かれる先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額  
（ ⑨ － ⑩ ） ⑪ 

 

先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 の 差 引 金 額 
（ ⑧ － ⑩ ） ⑫  

Ａ 
 
 
  年 
（５年前） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 特 定 雑 損 失 の 額 ⑬ 
円 

本年分で差し引く 

特定雑損失の額 

左のうち総合課税の所得等から差し引く特定雑損失  ⑭  

左のうち先物取引の差金等決済に係る 
所 得 か ら 差 し 引 く 特 定 雑 損 失 
(⑫と（⑬－⑭）のいずれか低い方の金額) 

⑮ 

（赤字のときは０） 

Ｂ 
 
 
  年 
（４年前） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 特 定 雑 損 失 の 額 ⑯  

本年分で差し引く 

特定雑損失の額 

左のうち総合課税の所得等から差し引く特定雑損失  ⑰  

左のうち先物取引の差金等決済に係る 
所 得 か ら 差 し 引 く 特 定 雑 損 失 
((⑫－⑮)と（⑯－⑰）のいずれか低い方の金額)  

⑱ 

（赤字のときは０） 

Ｃ 
 
 
  年 
（３年前） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 雑 損 失 の 額 ⑲  

本 年 分 で 差 し 

引く雑損失の額 

左のうち総合課税の所得等から差し引く雑損失 ⑳  

左のうち先物取引の差金等決済に係る 
所 得 か ら 差 し 引 く 雑 損 失 
((⑫－⑮－⑱)と（⑲－⑳）のいずれか低い方の金額)  

㉑ 

（赤字のときは０） 

Ｄ 
 
 
  年 
（２年前） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 雑 損 失 の 額 ㉒  

本 年 分 で 差 し 

引く雑損失の額 

左のうち総合課税の所得等から差し引く雑損失 ㉓  

左のうち先物取引の差金等決済に係る 
所 得 か ら 差 し 引 く 雑 損 失 

（(⑫－⑮－⑱－○21 )と（○22－○23）のいずれか低い方の金額)  
㉔ 

（赤字のときは０） 

Ｅ 
 
 
  年 
（前 年） 

前 年 分 ま で に 引 き き れ な か っ た 雑 損 失 の 額 ㉕  

本 年 分 で 差 し 

引く雑損失の額 

左のうち総合課税の所得等から差し引く雑損失 ㉖  

左のうち先物取引の差金等決済に係る 
所 得 か ら 差 し 引 く 雑 損 失 

((⑫－⑮－⑱－○21 -○24 )と（○25－○26）のいずれか低い方の金額)  
㉗ 

（赤字のときは０） 

先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 の 差 引 金 額 又 は 損 失 額 
（ ⑫ － ⑮ － ⑱ － ㉑ － ㉔ － ㉗ ） 

㉘ 
 （赤字のときは△を付けないで書いてください。） 

申

告

書

へ

の

転

記

事

項 

(1) ①が黒字
の場合（０
の場合も含
みます。） 

先 物 取 引 に 係 る 雑 所 得 等 の 金 額 
（ 上 の ① の 金 額 ） 

㉙  

本年分の先物取引に係る所得から差し引く損失額 
（ ① － ㉘ ） 

㉚  

翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の金額  
（ ⑦ ＋ ⑪ ） 

㉛  

(2) ①が赤字
の場合 

翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の金額  
（ ⑦ ＋ ⑪ ＋ ㉘ ） 

㉜  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細

書の「合計」欄の⑫の金額の合計額を転記し

てください。 

 

前年の申告書付表（先物取引に係る繰越損失

用）の⑦の金額を転記してください。 

 

前年の申告書付表（先物取引に係る繰越損失

用）の⑪の金額を転記してください。 

 

 

前年の申告書付表（先物取引に係る繰越損失

用）の①が赤字の場合に、前年の㉒の金額を

転記してください。 

 

 

前年分までの所得から引ききれなかった５

年前の特定雑損失の金額を、前年の申告書第

四表付表(二)などから転記してください。 

 

※ 雑損失の金額は、総合課税の所得、分離

課税の土地建物等の譲渡所得、分離課税の

上場株式等の配当所得等、一般株式等の譲

渡所得等、上場株式等の譲渡所得等、分離

課税の先物取引の雑所得等、山林所得、退

職所得の順で差し引きます。ただし、分離

課税の土地建物等の譲渡所得、分離課税の

上場株式等の配当所得等、一般株式等の譲

渡所得等、上場株式等の譲渡所得等、分離

課税の先物取引の雑所得等から差し引く

順序はこれと異なる順序で差し引いても

差し支えありません。 

詳しくは、税務署にお尋ねください。 

前年分までの所得から引ききれなかった４

年前の特定雑損失の金額を、前年の申告書第

四表付表(二)などから転記してください。 

 

前年分までの所得から引ききれなかった３

年前の雑損失の金額を、前年の申告書第四表

付表(二)などから転記してください。 

 

前年分までの所得から引ききれなかった２

年前の雑損失の金額を、前年の申告書第四表

付表(二)などから転記してください。 

 

 

前年分までの所得から引ききれなかった前

年の雑損失の金額を、前年の申告書第四表付

表(二)などから転記してください。 

 

 

 

申告書第三表（分離課税用）の「所得金額」

欄の○67（申告書第四表（損失申告用）は「１

損失額又は所得金額」欄のＦの○70）に転記し

てください。 

 

申告書第三表（分離課税用）の「その他」欄

の○90（申告書第四表（損失申告用）付表(二)

は「４繰越損失を差し引く計算」欄の○82）に

転記してください。 

 

申告書第三表（分離課税用）の「その他」欄

の○91（申告書第四表（損失申告用）は「７翌

年以後に繰り越される先物取引に係る損失

の金額」欄の○86）に転記してください。 

 

申告書第三表（分離課税用）の「その他」欄

の○91（申告書第四表（損失申告用）は「７翌

年以後に繰り越される先物取引に係る損失

の金額」欄の○86）に転記してください。 

また、申告書第三表（分離課税用）の「所得

金額」欄の○67 及び「その他」欄の○90 （申告

書第四表（損失申告用）は「１損失額又は所

得金額」欄のＦの○70及び申告書第四表（損失

申告用）付表(二)は「４繰越損失を差し引く

計算」欄の○82）に「０」を書いてください。  

先物取引に係
る繰越損失用 

又 は 
事 業 所 
事 務 所 
居 所 な ど 

（
平
成
二
十
八
年
分
以
降
用
）
○
こ
の
付
表
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

※ 

※ 

※ 
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※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

円 

平成 
令和 


